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１．対象となる設計及び工事の計画と技術基準規則等の改正の関係について

○既に認可された以下の設計及び工事の計画にて適合性を確認した「実用発電用原子炉及びその附属
施設の技術基準に関する規則」及びその解釈（以下、「技術基準規則等」という。）が改正されたことを
受け、改正された技術基準規則等の適用を受ける設備が、改正された技術基準規則等に適合している
ことを確認するため、変更認可申請を実施した。

・玄海３号機及び４号機 特定重大事故等対処施設設置工事
（玄海３号機 分割第３回 ２０２０年８月２６日 認可 玄海４号機 分割第３回 同日付け認可）

有毒ガスに関する規則改正[有毒ガスＢＦ]
（平成２９年 ４月 ５日 原規技発第1704051号 原子力規制委員会決定）

＜反映を要する技術基準規則等の改正＞

○玄海３、４号機の特定重大事故等対処施設は、既に認可された以下の有毒ガスＢＦにおける設計及
び工事の計画と、同様の申請内容である。

・玄海３号機及び４号機 中央制御室及び代替緊急時対策所の設計及び工事の計画
（玄海３号機 ２０２０年３月３０日 認可 玄海４号機 同日付け認可 ）
（以下「有毒ガスBF既工認」という。）



平成２９年４月５日の第１回原子力規制委員会にて、以下に示す技術基準規則※１の改正及び「有毒ガス防護に係る影響評
価ガイド」（以下「有毒ガス影響評価ガイド」という。）が決定され、５月１日に施行された。技術基準規則改正は、原子炉制御室、
緊急時対策所、緊急時制御室に関するものであり、有毒ガスの発生の検出及び警報装置の詳細について、別記ー９が定められた。
・技術基準規則第三十八条、同規則解釈※２第３８条※３

・技術基準規則第四十六条、同規則解釈第４６条※３

・技術基準規則解釈第５３条

今回の規則等改正では、設置許可基準規則※４の要求と同様に、有毒ガスが発生した場合に、必要な地点にとどまり対処する要員
の事故対処能力を確保する目的で、有毒ガス対応に必要な手順の整備や、要員の吸気中の有毒ガス濃度が防護判断基準値を超
えるような場合に、検出装置や警報装置を設置することが求められた。

※１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
※２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈
※３ 今回の申請において対象外であり、令和2年3月30日付け原規規発第20033012号及び同日付け原規規発第20033013号にて認可
※４ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

以下に、技術基準規則解釈第５３条の改正について示す。

２．技術基準規則等の改正について
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改正前の規則（下線部が改正箇所） 改正後の規則（下線部が改正箇所）

技
術
基
準
規
則
解
釈

３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」と
は、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する設備をいう。

（新設）

３ 第２号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」と
は、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する設備をいう。

(e)緊急時制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍に、有毒ガスの
発生時において、緊急時制御室の運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス
防護のための判断基準値以下とするよう、工場等内における有毒ガスの発生を
検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時
制御室において自動的に警報するための装置の設置（「有毒ガスの発生を検出
し警報するための装置に関する要求事項（別記－９）」による。）その他の適
切な防護措置を講じなければならない。

技術基準規則解釈第５３条の改正は、設置許可基準規則解釈第４２条の改正に同じ。
⇒有毒ガス防護についての要求事項に変更はない。



有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項（別記ー９）
技術基準規則第３８条第５項、第４６条第２項及び第５３条第２号1の規定に対応する工場等内における有毒ガスの発生2を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生

を検出した場合に自動的に警報するための装置の設置に関する要求事項については、以下のとおりとする。なお、同規則の規定と当該要求事項との対応関係は別表に掲げるところによる。
（１）工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置

① 工場等内における有毒ガスの発生源（固定されているものに限る。）の近傍に、有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する検出装置を設置すること。
② 有毒ガスの到達を検出するために、原子炉制御室近傍に検出装置を設置すること。
③ 有毒ガスの到達を検出するために、緊急時対策所近傍に検出装置を設置すること。
④ 有毒ガスの到達を検出するために、緊急時制御室近傍に検出装置を設置すること。

（２）当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置
① 原子炉制御室には、（１）①から④に掲げる検出装置からの信号を受信して原子炉制御室で自動的に警報する警報装置を設置すること。
② 緊急時対策所には、（１）③に掲げる検出装置からの信号を受信して緊急時対策所で自動的に警報する警報装置を設置すること。
③ 緊急時制御室には、（１）①から④に掲げる検出装置からの信号を受信して緊急時制御室で自動的に警報する警報装置を設置すること。

1 技術基準規則の解釈第５３条３(b)に規定される緊急時制御室に限る。
2 有毒ガスの発生時において、原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員並びに緊急時対策所の指示要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能及び特定重大事
故等対処施設の機能が損なわれるおそれがあり、当該運転員及び指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための判断基準値を超えるおそれがあることをいう。

凡例
〇:それぞれの条文において要求するもの
―:それぞれの条文において要求しないもの
※ 緊急時制御室の要求事項に限る。

以下の場所に検出装置を設置すること。 以下の場所に設置した検出装置からの信号を受信し、
警報する装置を設置すること。

発生源の
近傍

原子炉制
御室近傍

緊急時対
策所近傍

緊急時制
御室近傍

発生源の
近傍

原子炉制
御室近傍

緊急時対
策所近傍

緊急時制
御室近傍

（原子炉制御室等）
第三十八条
５（前略）次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じ

なければならない。
一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における
有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場
合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置

〇 〇 ― ― 〇 〇 〇 〇

（緊急時対策所）
第四十六条
２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生

した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための
装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動
的に警報するための装置の設置その他の適切な防護措置を講じなければならない。

〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ―

（特定重大事故等対処施設）
第五十三条
二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有すること。（※）

〇 ― ― 〇 〇 〇 〇 〇

２．技術基準規則等の改正について
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３．有毒ガスに関する規則改正全体の考え方について

ＳＡ時の技術的能力の審査基準（１．０ 手順書の整備）

添付資料（機能に関する説明書）
①固定源・可動源の特定の考え方と防液堤等の評価条件を記載

スクリーニング評価により有毒ガス濃度が判断基準値を下回り、運転員等の対処能力が
損なわれるおそれがなく、検出装置・警報装置を不要とする設計であることを記載

③可動源に対して配備する防護措置の詳細設計

設置許可申請書記載（本文五号、添付書類八）
有毒ガスにより対処能力が損なわれない設計とする。具体的には以下
のとおり。
①「有毒ガス影響評価ガイド」を参照し固定源※１及び可動源※２に

対して、影響評価を実施する。
大気中に多量に放出されるかの観点から固定源・可動源の特定
をする。
固定源の影響を軽減する防液堤等を評価条件とする。
固定源に対しては、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度が判断基
準値を下回る設計とする。

②固定源の有毒ガス影響を軽減する防液堤等を運用管理及び保守
管理する。

③可動源に対しては、換気設備の隔離等により防護する。

設置許可申請書記載（本文十号、添付書類十）
運転員等の吸気中の有毒ガス濃度が判断基準値以下とするための
手順と体制を整備する。
①固定源に対しては、漏えい時の有毒ガス濃度の評価結果が判断

基準値を下回るようにする。
③可動源に対しては、換気設備の隔離等により防護する。
④予期せず発生する有毒ガスに対しては、運転員等に配備した防護

具を着用することにより指示・操作ができるように手順と体制を整備
する。

③④有毒ガスの発生を検知した場合に、運転員が通信連絡設備に
より、必要な要員に連絡する手順を整備する。

補足説明資料(添付資料の記載内容を除く、ガイド適合性)
①固定源・可動源を調査するに当たっての整理事項について記載
③可動源に対する防護措置のうち運用部分について記載

補足説明資料
①新たな有毒化学物質を確認した場合の対応の詳細
③④可動源及び予期せず発生する有毒ガスに対する対策の詳細
⑤薬品タンクを収納している建屋において大型航空機衝突が発生した場合の防護措置の詳細

補足説明資料（ガイドに対する適合状況を詳細を含めて説明）
①大気中に多量に放出されるかの観点から有毒化学物質を特定する。

固定源となったタンクに対しては、評価条件を設定する。
評価地点での有毒ガス濃度を評価し、判断基準値を下回ることを確認する。

③可動源及び予期せず発生する有毒ガスに対する対策を定める。
⑤薬品タンクを収納している建屋において大型航空機衝突が発生した場合の

防護措置を定める。

・調査の考え方
・評価結果
・防護措置の詳細

技術基準規則の条文（三十八条、四十六条、五十三条、別記ー９）

要求事項
に変更なし。

本文（要目表、基本設計方針）
有毒ガスにより対処能力が損なわれない設計とする。具体的には以下のとおり。
①「有毒ガス影響評価ガイド」にそって固定源及び可動源に対して、影響評価を実施する。

大気中に多量に放出されるかの観点から固定源・可動源の特定をする。
固定源の影響を軽減する防液堤等を評価条件とする。
固定源に対しては、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度が判断基準値を下回る設計とする。

②固定源の有毒ガス影響を軽減する防液堤等を運用管理及び施設管理する。
③可動源に対しては、換気設備の隔離等により防護する。

・固定源の特定
・運用の詳細

設置変更許可審査 設計及び工事計画審査

保安規定変更認可審査

保安規定添付（添付2・添付3）
添付２:ＤＢの有毒ガスの体制及び手順の整備
①②固定源に対して、以下の対応の実施により運転員等の吸気中の有毒ガス濃度を判断基準値を下回るようにする。

・発電所内外の有毒化学物質に対して見直しがある場合、影響評価を行い、評価結果に応じて必要な有毒ガス
防護を行う。

・固定源の影響を軽減する防液堤等を運用管理及び施設管理する。
③可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡、換気設備の隔離、防護具の着用、終息活動等の対策を実施する。
④予期せず発生する有毒ガスに対して、防護具の着用・バックアップ体制整備の対策を実施する。

添付３:ＳＡの有毒ガスの体制の整備
運転員等の吸気中の有毒ガス濃度が判断基準値を下回るように手順と体制を整備する。
①②固定源に対しては、有毒化学物質の確認、防液堤等の運用管理及び施設管理を行うことにより運転員等の吸

気中の有毒ガス濃度を判断基準値を下回るようにする。
③可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡、換気設備の隔離、防護具の着用、終息活動等を行う。
④予期せず発生する有毒ガスに対して、防護具の着用・バックアップ体制の整備の対策を実施する。
③④有毒ガスの発生を検知した場合に、運転員が通信連絡設備により、必要な要員に連絡する手順を整備する。
⑤薬品タンクを収納している建屋において大型航空機衝突が発生した場合、防護具の着用の対策を実施する。

保安規定本文（第17条の3の2・第17条の6・第17条の7）
・有毒ガス発生時の体制の整備
・重大事故等発生時の体制の整備の中に有毒ガスからの運転員等の防護

保安規定審査基準（炉規則第92条第1項第8号イからハ、第92条第1項第16号）

詳細を
記載

詳細を
記載

設置許可基準規則の条文（二十六条、三十四条、四十二条）

凡例
緑字:「有毒ガス影響評価ガイド」の“調査”部分
青字:「有毒ガス影響評価ガイド」の“評価”部分
赤字:「有毒ガス影響評価ガイド」の“対策”部分
水色字:防液堤等の“維持管理”の部分

・運用の詳細

※１ 敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを
発生させるおそれのある有毒化学物質

※２ 発電所構内において輸送手段の輸送容器に保管されて
いる有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質



• 設計及び工事計画変更認可申請の本文に、「２．技術基準規則等の改正について」に示した特定重大事故等対処施設に対する適合方針を記載
• 添付書類のうち機能の説明書に、「固定源に対するスクリーニング評価の詳細と評価結果」及び「可動源に対する有毒ガス防護対策」の詳細設計内容を反映
• 有毒ガス影響評価の評価点は、有毒ガスＢＦ既工認と異なるものの、固定源及び可動源の特定、有毒ガス影響を軽減することを期待する設備（防液堤、覆い）の設置状況を踏まえ

た評価条件の設定並びに防護措置の考え方については、変更はない。

資料名 反映内容

本
文 計測制御系統施設（要目表）

• 固定源に対しては、有毒ガス影響の軽減を期待する防液堤等の設置状況を踏まえ評価条件を設定し、
特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、判断基準値を下回る設計とする。
• 可動源に対しては、換気設備の隔離等の対策により特重施設要員を防護できる設計とする。

添
付
資
料

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 • 有毒ガス防護についての設置許可申請書との整合性を記載。

機能に関する説明書

１．固定源に対する防護措置
• 固定源に対しては、貯蔵容器すべてが損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、特重施設要員の吸気中の有毒ガス

濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることで、別記ー９で規定される「有毒ガスの発生」はなく、同規則に基づく有毒ガスの発生を検出するための
装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置を不要とする設計とする。

• 防液堤等について、毒物及び劇物取締法の要求に基づき設置する防液堤及び有毒化学物質が漏えいした場合に有毒ガスの発生を抑制するために設置する覆いは、それぞれ
設計上の配慮により構造上更地となるような壊れ方はしないことから、現場の設置状況を踏まえ、評価条件を設定する。

• 評価の結果、有毒ガス防護判断基準値に対する割合を合算した最大値が、設置許可審査段階と同じく、判断基準値である1を下回ることを確認した。

２．可動源に対する防護措置
可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡設備による連絡、換気設備の隔離、防護具の着用等により特重施設要員を防護することで、別記ー９に基づく有毒ガスの発生
を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置を不要とする設計とする。また、可動源から有毒ガスが発生した場合にお
いては、漏えいに対する希釈等の終息活動により有毒ガスの発生を低減するための活動を実施する。
(1)立会人の随行
• 発電所構内に可動源が入構する場合には、立会人を随行させることで、可動源から有毒ガスが発生した場合に認知可能な体制を整備する。
(2) 通信連絡
• 発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信設備（発電所内）による連絡体制を整備する。
(3) 換気設備
• 換気設備の外気取入れを手動で遮断し、外部雰囲気から隔離できる設計とする。
(4) 防護具の着用
• 防護具を配備する。
• 有毒ガスの発生による異常の連絡を受け、臭気等により異常を認知した場合は、防護具を着用する。

４．設計及び工事計画変更認可申請書への反映について
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○特定重大事故等対処施設は、以下の適合方針により検出装置や警報装置を設置しなくても、特重施設
要員を有毒ガスから防護できる設計としている。

評価点
（特定重大事故等対処施設の外気取入口）

防液堤

覆い

蒸発

大気拡散

固定源 特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度が、有毒ガス防護のための判断基準値である１を下回り、
「有毒ガスの発生源」がないことを確認

可動源 換気設備の隔離等の防護措置により、特重施設要員を防護する

評価点 評価結果

特定重大事故等対処施設 0.17（0.29）※1

【参考】有毒ガス
BF既工認

中央制御室 0.20（0.31）※2

代替緊急時対策所 0.51（0.85）※2

固定源の有毒ガス濃度評価イメージ

中央制御室から特定重大事故
等対処施設へ連絡
換気設備隔離、防護具着用等
による防護

 中央制御室

薬品タンクローリ

立会人

立会人による異常発生の認知、
中央制御室への連絡

可動源に対する防護対策イメージ

５．有毒ガス防護対策の概要について

※1 詳細設計を反映した評価点位置の変更に伴い、設置許可審査時より有毒ガス
濃度評価結果の値が減少

※2 玄海１／２号機の運転終了に伴い、固定源が供用終了のため減少し、 設置
許可審査時より有毒ガス濃度評価結果の値が減少

（ ）内は設置許可審査時の有毒ガス濃度評価結果



６．特定重大事故等対処施設設置工事（変認）（有毒ガス防護ＢＦ） 主要工程

年 度 ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

月 １～３ … １１ １２ １ ２ ３ … ８ ９

特
重
本
体
工
事

許
認
可
対
応

（
有
毒
ガ
ス
Ｂ
Ｆ
）

特定重大事故等対処施設に対する有毒ガス防護ＢＦについては、特定重大事故等

対処施設の設置期限までに許認可対応を行う計画としている。

◆1/29 設置変更許可（中央制御室、緊急時対策所、特定重大事故等対処施設）

◆3/30 工事計画認可（中央制御室、代替緊急時対策所）

◆11/4 保安規定認可（中央制御室、代替緊急時対策所）

11/27
申請
▼

△審査会合

使用前事業者検査

９/１３
４号

設置期限
▽

◆8/26 設計及び工事計画認可（分割第３回）

設計及び工事計画認可審査

８/２４
３号

設置期限
▽
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